
要 旨 

戦前、天皇制政治のもとで主権在民を唱え、侵略戦争に反対したため

に治安維持法で弾圧され、多くの国民が犠牲となった。 

 同法が制定された 1925 年から廃止されるまでの 20 年間の逮捕者は数

十万人、送検７万 5,681 人、虐殺 90 人、拷問などによる獄死 1,600 人余、

実刑 5,162 人に上るが、その犠牲者に対して政府は謝罪も賠償もしてい

ない。 

ドイツは連邦補償法でナチスの犠牲者に謝罪し賠償しており、イタリ

アも国家賠償法で反ファシスト政治犯に終身年金を支給している。アメ

リカやカナダでも 1988 年に市民的自由法を制定し、第二次世界大戦中に

強制収容した日系市民に約２万ドルを支払い、大統領や政府が謝罪して

いる。 

 日本弁護士連合会主催の人権擁護大会は、治安維持法犠牲者は日本の

軍国主義に対抗し戦争に反対した者としてその行動は高く評価されなけ

ればならないと指摘し、補償を求めている。 

 これまで福岡県の 10 市町を含む 379 の市町村で治安維持法犠牲者に対

する謝罪と賠償を求める意見書が採択されている。 

 ついては、治安維持法犠牲者国家賠償法（仮称）を制定し、犠牲者に

一日も早く謝罪と賠償を行うよう、政府に意見書を提出していただきた

い。 
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